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【手続補正書】
【提出日】令和3年2月19日(2021.2.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータを、
　休暇期間に受信した電子メールのうち、所定の条件を満たす電子メールを特定する特定
手段と、
　前記特定手段によって特定された電子メールの中継を制御する制御手段と、
　して機能させるためのプログラム。
【請求項２】
　前記特定手段を、休暇期間に受信した電子メールのうち、アクセス先が記載された電子
メールを特定する手段として機能させるための請求項１に記載のプログラム。
【請求項３】
　前記特定手段を、電子メールが未読である状態が所定期間を経過した場合に、受信した
電子メールのうち、所定の条件を満たす電子メールを特定する手段として機能させるため
の請求項１または２に記載のプログラム。
【請求項４】
　前記特定手段を、前記休暇期間を経過してから前記特定処理を行う手段として機能させ
るための請求項１乃至３の何れか１項に記載のプログラム。
【請求項５】
　前記コンピュータを、さらに、
　アクセスを中継する中継装置へアクセス先の情報を登録するため、前記特定手段により
特定した電子メールに記載されたアクセス先の情報を取得する取得手段として機能させる
ための請求項１乃至４の何れか１項に記載のプログラム。
【請求項６】
　休暇期間に受信した電子メールのうち、所定の条件を満たす電子メールを特定する特定
手段と、
　前記特定手段によって特定した電子メールの中継を制御する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項７】
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　情報処理装置の特定手段が、休暇期間に受信した電子メールのうち、所定の条件を満た
す電子メールを特定する特定ステップと、
　前記情報処理装置の制御手段が、前記特定ステップによって特定した電子メールの中継
を制御する制御ステップと、
　を実行することを特徴とする情報処理方法。
【請求項８】
　コンピュータを、
　電子メールが未読である状態が所定期間を経過した場合に、受信した電子メールのうち
、所定の条件を満たす電子メールを特定する特定手段と、
　前記特定手段によって特定された電子メールの中継を制御する制御手段として機能させ
るためのプログラム。
【請求項９】
　電子メールが未読である状態が所定期間を経過した場合に、受信した電子メールのうち
、所定の条件を満たす電子メールを特定する特定手段と、
　前記特定手段によって特定された電子メールの中継を制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項１０】
　情報処理装置の特定手段が、電子メールが未読である状態が所定期間を経過した場合に
、受信した電子メールのうち、所定の条件を満たす電子メールを特定する特定ステップと
、
　前記情報処理装置の制御手段が、前記特定ステップによって特定された電子メールの中
継を制御する制御ステップと、
　を備えることを特徴とする情報処理方法。
【請求項１１】
　受信した電子メールを中継するメール中継装置とアクセスを中継するアクセス中継装置
とが通信可能な情報処理システムであって、
　前記メール中継装置は、
　休暇期間に受信した電子メールのうち、所定の条件を満たす電子メールを特定する特定
手段と、
　前記特定手段により特定した電子メールに記載されたアクセス先の情報を取得する取得
手段と、
　を備え、
　前記アクセス中継装置は、
　前記取得手段によって取得したアクセス先の情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されたアクセス先の情報に基づいて、アクセスの中継を制御する制
御手段と、
　を備えたことを特徴とする情報処理システム。
【請求項１２】
　受信した電子メールを中継するメール中継装置とアクセスを中継するアクセス中継装置
とが通信可能な情報処理システムにおける情報処理方法であって、
　前記メール中継装置の特定手段が、休暇期間に受信した電子メールのうち、所定の条件
を満たす電子メールを特定する特定ステップと、
　前記メール中継装置の取得手段が、前記特定ステップにより特定した電子メールに記載
されたアクセス先の情報を取得する取得ステップと、
　を実行し、
　前記アクセス中継装置の記憶手段が、前記取得ステップによって取得したアクセス先の
情報を記憶する記憶ステップと、
　前記アクセス中継装置の制御手段が、前記記憶ステップにおいて記憶されたアクセス先
の情報に基づいて、アクセスの中継を制御する制御ステップと、
　を備えることを特徴とする情報処理方法。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記課題を解決するための本発明は、コンピュータを休暇期間に受信した電子メールの
うち、所定の条件を満たす電子メールを特定する特定手段と、前記特定手段によって所定
の条件を満たすと特定された電子メールの中継を制御する制御手段として機能させるため
のプログラムであることを特徴とする。
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